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令和６年度江東区一般会計補正予算（第４号）について 

 

 

１．補正予算の概要 

  物価高への支援策として、東京都の補正予算に高齢福祉・障害福祉・児童福祉関

連の事業所に対する物価高騰対策経費が計上されたことを踏まえ、都補助金を活用

した支援に加え、都補助の対象となっていない区内事業所に対して本区独自の支援

を行うための経費などを計上した。 

 

 

２．主な事業 

 （１）高齢介護・障害福祉サービス事業所への支援 

①高齢介護サービス事業所緊急支援事業 

＜対象施設＞ 都補助対象外の入所系、居住系、通所系施設等 

   ＜補助単価＞ 入所系：3,468円/月・人 居住系・通所系等：1,312円/月・人 

＜補助期間＞ ６か月（6年 10月～7年 3月） 

 

   ②障害福祉サービス事業所緊急支援事業 

＜対象施設＞ 都補助対象外の入所系、通所系施設 

      ＜補助単価＞ 入所系：2,962円/月・人 通所系：1,312円/月・人 

   ＜補助期間＞ ６か月（6年 10月～7年 3月） 

 

 

 （２）幼稚園・保育所等の子育て施設への支援 

①保育サービス事業所緊急支援事業 

＜対象事業＞ 施設系：公設民営保育所、私立認可保育所、 

認定こども園(2,3号)等 

事業系：定期利用保育事業、定期的な預かり事業、 

一時預かり事業等、認可外保育施設(ベビーホテル等) 

   ＜補助単価＞ 施設系：950円/月・人 

事業系：30円または38円/日・人 

          認可外保育施設(ベビーホテル等)：14,000 円/月 

   ＜補助期間＞ ６か月（6年 10月～7年 3月） 

   ※都補助対象となっていない公設民営保育所等は一般財源にて対応 
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②私立幼稚園等運営費扶助事業 

＜対象事業＞ 施設系：私立幼稚園、幼稚園類似施設、認定こども園(1号) 

事業系：定期的な預かり事業 

＜補助単価＞ 施設系：950円/月・人 事業系：30円/日・人 

＜補助期間＞ ６か月（6年 10月～7年 3月） 

※都補助対象となっていない私立幼稚園、幼稚園類似施設は一般財源にて対応 

 

（３）（仮称）砂町区民農園整備工事に係る支障埋設物等への対応 

＜対象事業＞ 砂町魚釣場跡地整備事業 

 

３．補正予算額 

1 億 9,700万円 

（内訳） 

  （１）高齢介護・障害福祉サービス事業所への支援（4,675万円） 

（２）幼稚園・保育所等の子育て施設への支援（1億 8万円） 

（３）（仮称）砂町区民農園整備工事に係る支障埋設物等への対応（5,017万円） 

 

 


